
- 1 - 

 

秋田県中央地区介護支援専門員協会規約 

第 1章  総  則 

 （名 称） 

第１条 この会の名称は、「秋田県中央地区介護支援専門員協会」（以下「本会」という。）

と称する。 

 

 （目 的） 

第２条 秋田県中央地区（男鹿潟上南秋・秋田市・本荘由利）の介護支援専門員（以下「会

員」という。）の自主的組織として、介護保険事業を円滑に推進するため、情報の交換と

共有化を図ることにより、相互の資質を高め、保健・医療・福祉の増進に寄与すること

を目的とする。 

 

（事務局） 

第３条  本会の円滑な運営のために事務局を置くことができる。 

 

 （事 業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）介護支援専門員の業務遂行の充実を図るための調査・研究に関すること 

（２）介護支援専門員の資質向上を図るための研修会等の開催に関すること 

（３）介護支援専門員の業務遂行のネットワークづくりに関すること 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること 

 

第２章  会  員 

 （会 員） 

第５条 本会の会員は、正会員及び賛助会員をもって構成し、次のとおり規定する。 

（１）正会員は、介護支援専門員で、本会の目的趣旨に賛同する者とする。 

 （２）正会員は、本会入会と同時に日本介護支援専門員協会及び秋田県介護支援専門員

協会へ加入するものとする。 

 （３）賛助会員は、本会の目的趣旨に賛同し、本会の運営を援助する個人及び団体等と

する。 

 

 （入 会） 

第６条 前条第 1項第 1号に揚げる者が、入会しようとするときは、所定の入会申込書（様

式１）に会費を添えて会長に届け出るものとする。 

２ 申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに会長に届け出るものとする。 

３ 賛助会員が、本会に入会しようとするときは、所定の入会申込書に賛助会費を添えて

会長に届出をし、役員の承認を得なければならない。 
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 （会 費） 

第７条 本会の会費は、会費とその他の収入をもって当てる。 

（１） 正会員の会費は、年額を基本とし、その額は総会で決定する。 

（２） 賛助会費は、年額を基本とし、その額は総会で決定する。 

２ 会費の納入期限は、当該年度の終了後２ヶ月以内とする。 

３  納入した会費はいかなる事由においても返還しないものとする。 

 

 （退 会） 

第８条 正会員、賛助会員は次の場合には退会したものとする。 

（１）本会会長に退会の申し出があったとき。 

（２）正当な理由なく、会費未納期間が当該年度を越えた場合 

（３）介護支援専門員の資格を失ったとき。（賛助会員は除く） 

 

 （除 名） 

第９条 本会の名誉を著しく傷つけ、又は規約及び倫理に反する重大な行為のあった会員

に対しては、役員会の議決を経て、除名することができる。ただし、この場合には、本

人に対して事前に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 

第３章  役    員 

 （役 員） 

第 10条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会長                             

（２）副会長                            

（３）幹事                                    

（４）監事                                    

（５）秋田県介護支援専門員協会理事  

１名 

３名 

６名 

２名 

３名 

（６）秋田県介護支援専門員協会専門部会員 各部会１～２名 

但し、（５）及び（６）の兼任は妨げない。 

 

（任 務） 

第 11条 役員の任務は次のとおりとする 

（１）会長は、この会を代表し会務を統括する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

（３）幹事は、役員会において会の企画・運営にあたる。 

（４）監事は、本会の会計及び会計の執行状況を監査する。 

 

 

 



 - 3 - 

（選出の方法） 

第 12条 会長、副会長、幹事、監事、秋田県介護支援専門員協会理事及び専門部会員は、

総会で会員の中から選出する。 

 

（任 期） 

第 13 条 役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。補欠又は増員により選任さ

れた役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

（顧問及び相談役） 

第 14 条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は役員の議決を経

て会長が委嘱する。 

 

第４章  運  営 

（機 関） 

第 15条 この協議会に次の機関をおく。 

（１）総 会 

（２）役員会 

 

（総 会） 

第 16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（１）通常総会は毎年１回会長が召集する。 

（２）役員の過半数又は、会員の３分の１以上の要請があった時、会長は臨時総会を招

集しなければならない。 

（３）総会は会員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決す

る。 

（４）総会に出席できない会員は、他の会員に評決を委任することができる。この場合、

評決を委任した会員は出席したものとする。 

（５）総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。 

 

（議決事項） 

第 17条 次の事項は総会において議決する。 

（１）規約の変更に関する事項 

（２）事業計画に関する事項 

（３）予算、決算に関する事項 

（４）その他重要な事項 

 

（役員会） 

第 18条 総会決定事項及び会務の審議遂行のため役員会をおく。 

（１）役員会は必要に応じて会長が召集する。 

（２）役員会は役員の過半数で成立する。 
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第５章 部 会  

（部会の設置） 

第 19条 本会の目的を達成するために、次の部会を設置することができる。  

（１）研修部会（研修会・勉強会に関する事項）  

（２）広報部会（広報に関する事項） 

 

第 6章  会  計 

（会 計） 

第 20条 本会の会計は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。 

 

  （会計処理の基準） 

第 21条  （１）本会の会計に関しては、会長の指示により事務局が処理する。 

（２）この団体の会計所在地を会計勤務先住所とする。 

 

（会計年度） 

第 22条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

 

 

第７章  補  則 

第 23条 この会則の施行についての細則は、役員会において定める。 

 

 

 附 則 

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２１年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 


